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は

じ

め

に

ヒ
ト
ラ
ー
（A

d
o
lf H

itler

）
内
閣
が
成
立
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
三
〇
日
で
八
〇
周
年
を
迎
え
る
。
そ
の
間
、
ド
イ
ツ
現
代
政
治
史

研
究
に
お
い
て
、
長
年
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立
が
、
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
の
際
の

主
た
る
研
究
関
心
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
、
特
に
そ
の
議
会
制
民
主
主
義
の
崩
壊
が
不
可
避
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
救
済
可
能
で

あ
っ
た
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
議
会
制
民
主
主
義
の
崩
壊
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ハ
ー

コ
ン
ツ
ェ
論
争
以
来
、
相
当
な
研

究
蓄
積
が
存
在
す
る１

）。
そ
こ
で
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
（H
ein
rich

 
B
ru
n
in
g

）
内
閣
（
一
九
三
〇
年
〜
三
二
年
）
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

主
に
論
争
が
展
開
さ
れ
た２

）。
こ
う
し
た
論
争
を
経
て
概
ね
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
と
れ
た
の
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
期
以
降
、
す
な
わ
ち

パ
ー
ペ
ン
（F

ra
n
z v
o
n P

a
p
en

）
内
閣
期
及
び
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
（K

u
rt v

o
n S

ch
leich

er

）
内
閣
期
に
お
い
て
は
、
も
は
や
ヴ
ァ
イ
マ

ル
共
和
国
、
と
り
わ
け
議
会
制
民
主
主
義
の
回
復
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
の
崩
壊
は
不
可
避
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
掌
握
は
そ

の
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る３

）。

日
本
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
平
島
健
司
氏
に
よ
っ
て
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
期
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
、

と
り
わ
け
そ
の
議
会
制
民
主
主
義
の
回
復
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
一
九
三
〇
年
九
月
と
一
九
三
一
年
六

月
に
議
会
制
民
主
主
義
の
救
済
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
民
主
制
の
実
体
を
救
う
「
再
均
衡
（reeq

u
ilib

ra
tio
n

）」
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ

と
が
主
張
さ
れ
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
生
か
し
き
れ
な
か
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和

国
は
民
主
制
の
回
復
が
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
る
「
権
力
真
空
」
段
階
へ
と
移
行
し
た
と
さ
れ
る４

）。

こ
う
し
た
な
か
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
に
新
た
な
視
角
を
提
示
し
た
学
説
が
、
コ
ル
プ
と
ピ
ュ
タ
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た５

）。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
に
よ
る
国
家
非
常
事
態
計
画
（

６
）

S
ta
a
tsn
o
tsta

n
d
sp
la
n
u
n
g

）
の
再
評
価
論
で
あ

る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
当
時
ナ
チ
党
（N

a
tio
n
a
lso
zia
listisch

e
 
D
eu
tsch

e
 
A
rb
eiterp

a
rtei

）
と
ド
イ
ツ
共
産
党
（K

o
m
m
u
n
isti-

（法政研究79-３- ）134 342

論 説



sch
e P

a
rtei D

eu
tsch

la
n
d
s

）
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
議
会
の
過
半
数
が
占
め
ら
れ
、
彼
ら
の
反
議
会
主
義
に
よ
っ
て
機
能
不
全
と
化
し
て
い

た
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
し
て
、
大
統
領
が
国
家
非
常
事
態
を
宣
言
し
、
政
治
的
経
済
的
状
況
が
沈
静
化
す
る
ま
で
ラ
イ
ヒ
議
会
選
挙
を
無
期
限

に
解
散
す
る
と
い
う
、
憲
法
に
抵
触
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
国
家
非
常
事
態
計
画
こ
そ
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
救
済
し
、
ヒ
ト

ラ
ー
の
政
権
掌
握
を
阻
止
す
る
最
後
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
従
来
、
議
会
制
民
主
主
義
の
回
復
の
可

能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
権
力
真
空
」
期
の
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
に
お
い
て
、
ま
さ
に
民
主
制
の
「
再
均
衡
」
の
可

能
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
の
再
評
価
に
よ
っ
て
、
近
年
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
救
済
可
能
性
及
び
ヒ
ト
ラ
ー
の
政

権
掌
握
阻
止
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る７

）。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
救
済
、
す
な
わ
ち
議
会

制
民
主
主
義
の
回
復
が
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
期
ま
で
残
存
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
閉
塞
状
況
に
あ
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共

和
国
の
崩
壊
史
研
究
に
新
た
な
方
向
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
、
通
史
や
概
説
書
の
一
部
に
お
い
て
は
、
コ
ル
プ
と
ピ
ュ
タ
の
学

説
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
に
よ
っ
て
救
済
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
解
が
肯
定

的
に
採
用
さ
れ
始
め
て
い
る８

）。

し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
国
家
非
常
事
態
計
画
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
、
特
に
議
会
制
民
主
主
義
救
済
の
最
後
の
可
能
性
で

あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
に
は
、
さ
ら
な
る
理
論
的
、
実
証
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内

閣
の
国
家
非
常
事
態
計
画
が
果
た
し
て
実
際
に
議
会
制
民
主
主
義
の
救
済
と
い
っ
た
目
的
に
適
う
政
策
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
議
会
制
民
主
主
義
の
墓
掘
り
人
」

ピ
ュ
タ９

））
で
あ
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
が
、
国
家
非
常
事
態
計
画
に
よ
る
議
会
制
民
主
主
義

の
回
復
を
実
際
に
目
指
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に10

）、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
が
国
家
非
常
事
態
計
画
を
実
行

し
た
後
に
は
、
国
防
軍
が
執
行
権
力
の
担
い
手
と
な
っ
た
「
軍
事
独
裁
」
政
府
が
樹
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、

軍
事
独

裁
」
政
府
を
樹
立
さ
せ
か
ね
な
い
「
議
会
制
民
主
主
義
の
墓
掘
り
人
」
で
あ
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
に
よ
る
国
家
非
常
事
態
計
画
に
そ
も
そ
も
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議
会
制
民
主
主
義
の
回
復
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
以
上
の
疑
問
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
が
実
際
に
議
会
制
民

主
主
義
の
回
復
を
ヒ
ト
ラ
ー
前
夜
に
お
い
て
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
な
い
限
り
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
に
議
会

制
民
主
主
義
の
回
復
を
求
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
非
歴
史
的
な
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
は
議
会
制
民
主
主
義
救
済
の
最
後
の
可
能
性
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
場
合
、
論
理
的
に
い
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
が
議
会
制
民
主
主
義
の
回
復
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

議
会
制
民
主

主
義
の
墓
掘
り
人
」
に
議
会
制
民
主
主
義
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
自
体
、
非
歴
史
的
な
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

次
に
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
が
果
た
し
て
実
現
可
能
な
い
し
は
選
択
可
能
な
唯
一
の
最
後
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
最
近
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（C

a
rl

11
）

S
ch
m
itt

）
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
彼
が
起
草
し
、
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
に
対
し
提
案
さ
れ
た
「
破
壊
的
不
信
任
決
議
」
の
不
承
認
案
こ
そ
が
、
議
会
制
民
主
主
義
救
済
の
最
後
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
み
な

さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る12

）。
ま
た
、
パ
ー
ペ
ン-
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
（A

lfred
 
H
u
g
en
b
erg

）
闘
争
内
閣
構
想
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家

非
常
事
態
計
画
が
挫
折
し
た
後
に
模
索
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
構
想
は
、
い
わ
ば
パ
ー
ペ
ン

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
内
閣
に
よ
る
国
家
非
常
事
態

計
画
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
、
特
に
議
会
制
民
主
主
義
救
済
の
選
択
肢
に
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
に
代
わ
る
選

択
肢
で
も
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
の
最
後
の
選
択
肢
を
考
え
る
際
に
は
、
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る13

）。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
が

ど
の
程
度
実
現
（
選
択
）
可
能
で
あ
っ
た
の
か
も
ま
た
、
歴
史
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
期
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
を
始
め
と
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
、

特
に
議
会
制
民
主
主
義
救
済
の
選
択
肢
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
の
選
択
肢
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
方
法
論
的
に
は
、
政
治
学
に
お
け
る

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
（
選
択
肢
論14

））
と
密
接
に
関
係
す
る
。
確
か
に
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
イ
フ
（
仮
定
）
を
歴
史
に
持
ち
込
む
こ
と
は

タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
容
易
に
非
歴
史
的
で
空
想
的
な
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
の
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
事
実

論 説
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を
対
象
と
す
る
歴
史
学
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
十
分
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
歴
史
を
研
究
対
象

と
す
る
も
の
へ
の
警
告
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
政
治
学
に
お
い
て
は
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
歴
史
上
の
選
択
の
可
能
性
を
追
求
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
岐
路
を
明
ら
か
に
す
る
い
わ
ゆ
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
が
、
篠
原
一
氏
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
「
歴
史
家
系
図

論15
）」

な
い
し
は
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
史
観16

）」
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
紹
介

し
な
が
ら
、
こ
れ
を
用
い
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
史
研
究
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
手
掛
か
り

に
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
実
際
に
政
治
史
研
究
に
適
用
し
た
場
合
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
使
っ
て
政
治
史
研
究
を
行
う
た
め
の
分
析
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
後
で
、
こ
う
し
た
分

析
枠
組
み
を
用
い
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
期
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
を
始
め
と
し
た
議
会
制
民
主
主
義
救

済
の
選
択
肢
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
の
選
択
肢
に
つ
い
て
分
類
整
理
を
試
み
た
い
。
以
上
を
通
じ
て
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
を
め
ぐ
る
諸
議
論
を
有
機
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
研
究
の
学
説
と
論
点
を
整
理
し
直
し
、
政

治
過
程
に
お
け
る
政
策
上
の
選
択
肢
を
歴
史
分
析
す
る
た
め
の
理
論
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
論
の
目
的
で
あ
る17

）。

一

篠
原
一
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論

日
本
の
政
治
学
に
お
い
て
、
自
覚
的
に
歴
史
に
イ
フ
を
持
ち
込
ん
で
、
こ
れ
を
初
め
て
理
論
化
し
た
の
は
、
篠
原
氏
で
あ
る
。
彼
は
、
既

に
一
九
六
二
年
に
お
い
て
、
当
時
に
お
い
て
一
世
を
風
靡
し
た
大
塚
比
較
経
済
史
学
や
い
わ
ゆ
る
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
底
還
元
論
に
対

す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
経
済
か
ら
の
政
治
の
自
立
性
な
い
し
は
独
自
性
を
強
調
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
原

型
を
提
示
し
て
い
る
。

「
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
が
一
向
に
み
の
り
あ
る
発
展
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
す
べ
て
の
現
象
を
土
台
と
の
連﹅
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関﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
み
る
と
い
う
、
極
め
て
当
然
な
、
ま
た
平
凡
な
こ
と
の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
私
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
の
基
本
的
正
し
さ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
歴
史
の
発
展
は
あ
た
か

も
家
系
図
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
（
左
図
参
照
〔
図
省
略
〕）。
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
か﹅
り﹅
に﹅
五
つ
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

（
選
択
肢
）
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
現
実
に
は
ｂ
の
決
定
が
な
さ
れ
た
と
す
る
と
、
次
に
ひ
ら
か
れ
る
オ
ー
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
は
ba
、
bb
、
bc
、
bd
、
be
と
な
る
。
そ
し
て
、
種
々
の
力
関
係
か
ら
現
実
に
は
ba
の
決
定
が
な
さ
れ
た
と
す
る
と
、
次
に
ひ

ら
か
れ
る
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
は
baa
、
bab
、
bac
、
bad
、
bae
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
政
治
の
歴
史
は
無
限
に
発
展
す
る
。
私
が
こ
こ
で

オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
一
応
五﹅
つ﹅
に
限
定
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
単
な
る
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
結
局
、
歴
史
の

あ
る
時
点
に
お
い
て
は
決
し
て
無
限
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
人
間

は
四
次
元
の
世
界
で
は
、
理﹅
論﹅
的﹅
に﹅
は﹅
自
分
の
思
う
通
り
の
方
向
に
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
現
実
に
は
引
力
の
作
用
を
う
け
て
そ
う
は

ゆ
か
な
い
よ
う
に
、
歴
史
に
お
い
て
も
、
人
間
の
行
動
は
時
代
の
制
約
に
よ
っ
て
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
十
九
世
紀
前
半
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
者
が
、
当
時
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
悲
惨
さ
を
救
済
し
よ
う
と
し
て
、
頭
脳
の
中
で

種
々
の
方
策
を
練
り
考
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
結
局
そ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
未
だ
近
代
的
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
が
析
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
経
済
構
造
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
例
証
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
や
バ
ブ
ー
フ
の
活
動
な
ど
、
無
数
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

た
し
か
に
歴
史
に
お
い
て
は
、
社
会
経
済
構
成
体
に
よ
る
方
向
規
定
性
、
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
制
約
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
結
果
、
歴
史
は
ｂ
｜
ba
｜
bad
…
…
と
い
う
風
に
、
選
択
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
も
、
大
ワ
ク
に
お
い
て
は
一
定
の
方
向
に
向
っ

て
進
ん
で
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。〔
傍
点
原
文
マ
マ
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
縦
書
き
原
文
横
書
き18

）〕」

以
上
の
よ
う
に
、
篠
原
氏
が
提
起
し
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
は
、
歴
史
に
お
い
て
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
（
選
択
肢
）
の
問
題
を
自
覚
的

に
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
家
系
図
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
簡
潔
に
わ
か
り
や
す
く
理
論
化
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
と
同
時
に
オ
ル
タ
ー
ナ
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テ
ィ
ヴ
が
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
経
済
構
成
体
に
よ
っ
て
方
向
規
定
性
が
あ
り
、
選
択
肢
に
は
制
約
が
あ
る
点
を
示
し

て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
歴
史
を
決
定
論
的
に
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
開
か
れ
て
い
た
歴
史
的
選
択
肢
の
問
題
を
家
系

図
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
明
し
、
こ
れ
を
歴
史
分
析
に
応
用
し
た
点
は
、
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
歴
史
一
般
に
お
け
る
選
択
肢
の
問
題
で
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
の
行
動
や
政
策
分
野
に
お
い
て
は
応
用
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
そ
の
選
択
肢
が
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
世
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
後
知
恵
的
に
見
出
さ

れ
た
も
の
な
の
か
は
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
に

お
い
て
篠
原
氏
は
、
よ
り
精
緻
に
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
に
お
い
て
、
篠
原
氏
は
歴
史
政
治
学
の
特
色
と
し
て
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
位
置
づ
け
、
歴
史
に
お
け
る
選

択
肢
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
精
緻
に
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

「
歴
史
を
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
と
ら
え
、
し
か
も
そ
れ
は
一
回
性
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
歴
史
に
お
け
る
選
択

肢
を
考
え
る
こ
と
は
、
イ
フ
（
仮
定
）
の
問
題
と
い
う
邪
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
こ
の
こ
と

は
社
会
科
学
的
歴
史
分
析
を
志
す
人
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
ス
コ
チ
ポ
ル
ら
の
歴
史
社
会
学
の
主
唱
者
た
ち
の

理
論
的
視
野
の
中
に
も
こ
の
問
題
が
全
く
投
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
選
択
肢
の
問
題
は
理
論
的
に
ま
だ

十
分
認
知
を
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
私
は
、
か
ね
て
か
ら
歴
史
は
一
つ
の
家
系
図
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
（
図
１
｜
１
）。
つ
ま
り
、
あ
る
時
点

に
お
い
て
は
、
ａ
か
ら
ｅ
に
至
る
五
つ
の
選
択
肢
が
あ
り
、
現
実
に
は
種
々
の
力
関
係
と
状
況
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
ｂ
と
い
う
選
択
が
な

さ
れ
る
。
こ
こ
で
選
択
肢
を
五
つ
に
限
定
し
て
い
る
の
は
、
人
間
は
四
次
元
の
空
間
で
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
状
況
と
い
う
引

力
の
下
で
行
動
し
て
お
り
、
従
っ
て
当
然
に
選
択
肢
は
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
ｂ
と
い
う
選
択

が
な
さ
れ
る
と
、
ba
か
ら
be
に
至
る
新
た
な
選
択
肢
が
ひ
ら
か
れ
、
そ
の
中
か
ら
ま
た
be
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
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の
連
鎖
に
よ
っ
て
歴
史
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
果
か
ら
み
れ
ば
ｂ
｜
be
｜
bec
と
い
う
展
開
は
決
定
論
的
に
み
え
る
が
、
そ
の
時
点

時
点
に
立
ち
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
事
態
は
よ
り
動
態
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
選
択
行
為
の
成
功
と
失
敗
の
経
験
の
中
か
ら
法
則
性
を
見

出
し
、
よ
り
正
確
な
現
実
の
理
解
を
試
み
る
と
と
も
に
、
ま
た
将
来
の
行
動
へ
の
指
針
を
も
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
の
が
社
会
科
学
の
営
為

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
状
況
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
選
択
肢
の
数
に
は

差
異
が
あ
り
、
適
合
的
選
択
が
と
ら
れ
な
い
で
い
る
と
、
選
択
肢
の
幅
が

縮
小
し
て
、
次
第
に
選
択
の
可
能
性
を
失
っ
て
い
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

る
。
政
治
体
制
の
崩
壊
は
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
形
で
起
っ
て
い
る
。

歴
史
の
展
開
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
勝
て
ば
官
軍

の
論
理
に
従
っ
て
、
現
実
に
生
起
し
た
事
件
史
を
決
定
論
的
に
追
う
の
で

は
な
く
、
そ
の
時
点
時
点
で
の
選
択
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
、
分
析

を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
ａ
の
選
択
の
可
能
性
は
あ
り
え
た
の
か
、
bb
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
、
資
料
的
に
も
十
分
に
吟
味
さ
れ

て
は
じ
め
て
実
際
に
行
わ
れ
た
選
択
の
意
味
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
ま
た

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
う
い
う
選
択
の
連
鎖
と
非
選
択
の
く
り
か
え
し
の

中
か
ら
、
よ
り
豊
か
な
法
則
性
の
発
見
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
試
み

は
実
際
の
社
会
科
学
的
歴
史
分
析
の
中
で
は
げ
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
れ
は
十
分
理
論
的
に
意
識
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え

に
ま
た
、
選
択
肢
に
関
す
る
具
体
的
分
析
が
す
す
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う

図１－１ 家系図としての歴史
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欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
権
威
的
決
定
と
社
会
の
底
辺
か
ら
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
人
間
の
営
み
を
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
す
る
政
治
学
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
政
治
は
『
可
能
性
の
技
術
』
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
こ

の
よ
う
な
視
角
を
理
論
化
し
、
意
識
化
す
る
た
め
の
歴
史
政
治
学
の
役
割
は
少
な
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。〔
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字

縦
書
き
原
文
マ
マ19

）〕」

こ
こ
に
お
い
て
画
期
的
な
の
は
、

選
択
行
為
の
成
功
と
失
敗
の
経
験
の
中
か
ら
法
則
性
を
見
出
し
、
よ
り
正
確
な
現
実
の
理
解
を
試
み

る
と
と
も
に
、
ま
た
将
来
の
行
動
へ
の
指
針
を
も
よ
み
と
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
経
験
的
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
か
ら
法
則
性
を
見
出

し
、
こ
れ
を
理
論
化
し
、
歴
史
的
教
訓
を
導
き
出
す
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
が
歴
史
解

釈
だ
け
で
な
く
、
一
般
理
論
と
し
て
帰
納
化
で
き
、
か
つ
現
代
政
治
分
析
に
も
応
用
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。
ま

た
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
可
能
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

可
能
性
の
技
術
」
と
し
て
の
政
治
を
よ
り
理
論
的
に
捉

え
る
視
角
を
提
示
し
て
お
り
、
可
能
性
の
政
治
学
を
考
え
る
際
に
、
き
わ
め
て
有
益
な
視
角
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
書
の
意
義

は
、
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
選
択
肢
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
資
料
的
に
吟
味
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
実
際
に
行
わ
れ
た
選
択
の
歴
史
的
意
味
を
捉
え
る
意
義
を
指
摘
し
て
お
り
、
選
択
肢
の
歴
史
分
析
の
意
義
を
明
示
し
た
点
で
あ

る
。本

書
に
お
け
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
意
義
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、
そ
こ
で
の
選
択
肢
が
当
時
実
際
に
存

在
し
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
な
い
し
は
後
世
の
歴
史
家
が
後
知
恵
的
に
見
出
し
、
単
純
な
イ
フ
（
仮
定
）
と
し
て
提
示
し
た
も
の
な
の

か
が
依
然
と
し
て
曖
昧
な
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
篠
原
氏
は
、
最
近
の
著
書
『
歴
史
政
治
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に
お
い
て
明
示

的
に
答
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
現
段
階
に
お
け
る
見
解
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。篠

原
氏
は
、
以
前
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
依
拠
し
て
書
い
た
自
身
の
論
文
に
つ
い
て
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
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て
い
る
。

「
さ
ら
に
、
こ
の
論
文
で
試
み
た
問
題
の
一
つ
は
、
い
わ
ば
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
史
観
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
歴

史
を
勝
て
ば
官
軍
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
歴
史
的
地
点
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
り
、
実
際
に
実
現
さ
れ

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
選
択
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
岐
路
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

一
般
に
は
現
在
の
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
民
主
的
青
年
運
動
と
共
和
国
の
政
党
と
の
連
携
と
、
そ
れ

に
よ
る
共
和
国
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
と
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
の
強
化
と
い
う
試
み
は
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
や
や
後
れ
ば
せ
な
が
ら
で
は
あ

る
が
危
機
の
さ
中
で
行
わ
れ
、
こ
こ
で
も
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
の
死
の
直
前
に
こ
の
こ
と
の
重
要
さ
を

い
っ
そ
う
は
っ
き
り
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
十
分
に
熟
さ
ず
、
成
功
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。

〔
中
略
〕

他
方
、『
青
年
ド
イ
ツ
団
』
や
、『
一
九
二
九
年
戦
線
』『
二
月
ク
ラ
ブ
』
と
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
マ
イ

ナ
ー
な
事
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。〔
中
略
〕
こ
の
よ
う
な
問
題
は
お
そ
ら
く
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
史
観
の
立
場
に

立
た
な
い
と
出
て
こ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

〔
中
略
〕
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
の
子
息
の
メ
モ
ワ
ー
ル
に
よ
る
と
、
彼
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
撤
兵
ま
で
外
相
に
と
ど
ま
り
、
二
年
間
エ
ジ

プ
ト
で
療
養
し
、
再
び
政
治
に
復
帰
す
る
計
画
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
し
か
に
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
死
亡
の
と
き
ま
だ
五
一
歳
で
あ

り
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
よ
り
二
歳
若
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
が
も﹅
し﹅
〔
傍
点
原
文
マ
マ
〕
生
き
て
い
た
ら
と
い
う
推
測
が
よ
く
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
さ
き
に
の
べ
た
歴
史
学
者
ラ
イ
ト
も
、
た
と
え
彼
が
活
躍
で
き
た
と
し
て
も
、
ミ
ュ
ラ
ー
大
連
合
内
閣
の
崩
壊
を
防
ぐ
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
に
代
わ
っ
て
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
の
外
相
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
事
態
は
よ
り

好
転
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
緊
張
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
一
九
三
二
年

の
春
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
代
っ
て
大
統
領
に
な
っ
て
い
た
ら
、
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
運
命
は
大
分
変
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
。
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た・
し・
か・
に・
イ・
フ・
を・
持・
ち・
込・
む・
こ・
と・
に・
よ・
っ・
て・
歴・
史・
は・
面・
白・
く・
な・
り・
、
ま・
た・
そ・
の・
仮・
説・
は・
そ・
れ・
な・
り・
に・
説・
得・
力・
が・
あ・
る・
が・
、
私・
が・
こ・
こ・
で・
の・

べ・
た・
可・
能・
性・
論・
は・
イ・
フ・
で・
は・
な・
く・
、
げ・
ん・
に・
シ・
ュ・
ト・
レ・
ー・
ゼ・
マ・
ン・
が・
努・
力・
し・
な・
が・
ら・
実・
現・
さ・
れ・
な・
か・
っ・
た・
事・
実・
を・
検・
証・
し・
、
ま・
た・
そ・
れ・
に・

よ・
っ・
て・
シ・
ュ・
ト・
レ・
ー・
ゼ・
マ・
ン・
の・
思・
考・
変・
化・
の・
過・
程・
を・
も・
明・
ら・
か・
に・
し・
よ・
う・
と・
す・
る・
も・
の・
で・
あ・
っ・
て・
、
け・
っ・
し・
て・
単・
純・
な・
イ・
フ・
の・
問・
題・
で・
は・

な・
い・
。〔
傍
点
引
用
者20

）〕」

以
上
の
よ
う
に
、
篠
原
氏
は
、
後
知
恵
的
な
単
純
な
イ
フ
（
仮
定
）
と
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
で
の
選
択
肢
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、

努
力
し
な
が
ら
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
」
と
し
て
の
選
択
肢
と
事
実
と
し
て
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
選
択
肢
、

す
な
わ
ち
イ
フ
と
が
明
示
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と
単
純
な
イ
フ
と
の
区
別
が
可
能

に
な
っ
た
点
は
、
理
論
上
、
大
き
な
画
期
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
い
に
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
は
、
単
純
な
イ
フ
の
問
題
か
ら
解
放
さ
れ
、

歴
史
研
究
の
た
め
の
理
論
と
し
て
確
立
し
得
た
と
い
え
よ
う
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
基
づ
い
た
研
究
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
歴
史
解
釈
の
意
義
と
問
題
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

二

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
歴
史
解
釈
を
め
ぐ
る
諸
問
題

ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
の
三
段
階
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
に

適
用
し
た
研
究
が
、
平
島
氏
の
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
で
あ
ろ
う21

）。
こ
の
研
究
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国

の
崩
壊
が
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
期
に
お
い
て
も
民
主
制
の
回
復
が
な
お
も
可
能
で
あ
り
（

再
均

衡
」）、
そ
の
た
め
の
選
択
肢
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
九
三
一
年
六
月
を
契
機
に
民
主

（79-３- ）351 143

オルターナティヴ論とヴァイマル共和国の崩壊（熊野）



制
の
回
復
（

再
均
衡
」）
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
第
二
に
、
本
書
も
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
と
同
じ
く
、
崩
壊
の
歴
史
的
過
程
が
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
選
択
肢
を
許
す
開
か
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
立
場
を
と
る
。
但
し
、
本
書
は
、
そ
の
度
合
が
崩
壊
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
、

『
権
力
喪
失
』
段
階
で
は
、
民
主
制
の
実
体
を
救
う
（
再
均
衡
）
可
能
性
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
可
能
性
が
生
か
さ
れ
ず
、
民
主
制
の
回

復
が
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
る
段
階
が
『
権
力
真
空
』
で
あ
る
。
他
方
、
権
力
喪
失
段
階
で
の
、
民
主
制
再
均
衡
の
試
み
は
、
体
制
安
定
期
に

お
け
る
危
機
管
理
と
は
異
な
り
、
体
制
の
制
度
機
構
面
に
お
い
て
一
定
の
変
更
を
も
伴
う
程
の
徹
底
さ
が
要
求
さ
れ
る22

）。」

こ
う
し
た
問
題
視
角
に
基
づ
い
て
、
民
主
制
の
回
復
（

再
均
衡
」）
の
具
体
的
な
選
択
肢
と
し
て
平
島
氏
は
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
て
い

る
。「

権
力
喪
失
過
程
の
分
析
に
と
っ
て
第
二
に
重
要
な
点
は
、
時
機

タイミング
の
問
題
で
あ
る
。
あ
る
決
定
的
な
時
機
を
境
目
と
し
て
、
体
制
は
権
力

喪
失
期
か
ら
真
空
期
へ
と
移
行
す
る
が
、
こ
の
移
行
が
政
治
主
体
の
全
て
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。〔
中
略
〕
共
和
国
は

終
に
そ
の
正
統
性
を
確
立
で
き
ず
、
ま
た
恐
慌
に
よ
っ
て
激
化
し
た
危
機
の
連
鎖
の
中
で
は
、
体
制
派
を
結
集
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
和
国
擁
護
を
掲
げ
て
戦
列
を
形
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
広
い
範
囲
の
主
体
に
共
通
の

危
機
意
識
を
抱
か
せ
る
政
治
的
事
件
｜
｜
三
〇
年
九
月
総
選
挙
、
三
一
年
六
月
危
機
｜
｜
が
結
集
政
策
に
と
っ
て
の
絶
好
の
時
機
で
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
、
再
均
衡
に
向
け
て
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
か
否
か
は
、
何
よ
り
も
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
決
定
行
為
に
か
か
っ
て
い

た
。以

上
の
よ
う
に
問
題
が
設
定
さ
れ
る
と
き
、
権
力
喪
失
か
ら
真
空
へ
と
危
機
が
昂
進
す
る
か
、
貴
重
な
時
機
が
生
か
さ
れ
て
再
均
衡
が

達
成
さ
れ
る
か
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
政
治
指
導
の
質
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
山
積
す
る
諸
問
題
の
中
か

ら
解
決
可
能
な
も
の
を
腑
分
け
し
、
政
府
の
実
効
性
を
高
め
る
も
の
を
果
断
に
と
り
あ
げ
、
そ
し
て
積
極
的
象
徴
を
操
作
し
て
政
府
支
持

戦
列
を
編
み
出
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
正
し
く
認
識
し
て
解
決
す
る
資
質
が
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
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る
。
共
和
国
は
決
し
て
必
然
性
の
鉄
鎖
に
繋
が
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
細
く
険
し
く
と
も
、
共
和
国
を
ナ
チ
ス

の
権
力
掌
握
か
ら
救
い
出
す
道
は
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る23

）。」

こ
の
よ
う
に
平
島
氏
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
救
済
の
可
能
性
を
一
九
三
〇
年
九
月
選
挙
並
び
に
一
九
三
一
年
六
月
危
機
に
見
出
し
て

い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
民
主
制
の
「
再
均
衡
」
の
た
め
の
共
和
国
支
持
勢
力
の
結
集
の
可
能
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
主
制

の
回
復
の
機
会
を
逸
し
た
共
和
国
は
以
後
「
権
力
喪
失
」
か
ら
「
真
空
」
段
階
へ
と
突
入
し
、
共
和
国
の
崩
壊
は
不
可
避
と
な
っ
た
と
い

う
。「

六
月
危
機
に
直
面
し
て
見
せ
た
、
様
々
な
政
治
主
体
の
動
揺
は
、
共
和
国
の
権
力
喪
失
の
過
程
を
逆
転
さ
せ
る
好
機
と
し
て
現
わ
れ
た
。

ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
、
自
己
の
置
か
れ
た
権
力
布
置
状
況
を
察
知
し
、
こ
こ
で
共
和
国
支
持
勢
力
の
結
節
点
と
し
て
自
己
規
定
を
改
め
て

い
た
な
ら
ば
、
共
和
国
の
再
均
衡
は
可
能
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
こ
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
さ

ず
、
従
来
の
政
治
方
針
を
墨
守
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
和
国
は
権
力
喪
失
段
階
を
踏
み
越
え
、
そ
の
真
空
段
階
へ
と
突
入
す
る
の
で

あ
っ
た
。

〔
中
略
〕

し
か
し
将
来
へ
の
展
望
を
喪
失
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
共
和
国
支
持
勢
力
だ
け
で
は
な
い
。
議
会
を
一
方
の
支
点
と
し
て
、
大
統
領
権
力

と
の
均
衡
の
上
に
政
権
を
運
営
し
て
き
た
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
も
ま
た
、
時
局
打
開
の
可
能
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
こ

れ
以
降
、
完
全
に
硬
直
し
た
戦
術
を
も
っ
て
、
他
の
選
択
肢
を
顧
み
ず
、
旧
来
の
政
策
目
標
に
固
執
し
た
の
は
、
彼
の
判
断
だ
け
に
も
と

づ
く
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
正
に
権
力
の
配
置
上
、
そ
う
す
る
他
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る24

）。」

以
上
の
よ
う
に
平
島
氏
は
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
依
拠
し
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
回
避
の
可
能
性
の
問
題
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の

民
主
制
の
回
復
の
可
能
性
（

再
均
衡
」）
が
一
九
三
〇
年
九
月
と
一
九
三
一
年
六
月
に
存
在
し
た
と
主
張
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
三
宅
立
氏
が
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
依
拠
し
た
本
研
究
の
問
題
点
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
以
下
で
は
、
三
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宅
氏
の
主
張
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
宅
氏
は
、『
現
代
史
研
究
』
誌
上
に
お
い
て
、
平
島
氏
の
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
に
つ
い
て
書
評
を
行
っ
て
い
る25

）。
そ
こ
に

お
い
て
、
平
島
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
基
づ
く
以
下
の
主
張
に
対
し
て
的
確
な
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
平
島
氏
の
主
張
を
紹

介
し
よ
う
。

「
も・
し・
、
選・
挙・
結・
果・
の・
衝・
撃・
が・
さ・
め・
や・
ら・
ぬ・
こ・
の・
九・
月・
一・
五・
日・
に・
お・
い・
て・
ブ・
ラ・
ウ・
ン・
が・
積・
極・
的・
に・
ラ・
イ・
ヒ・
Ｓ・
Ｐ・
Ｄ・
〔
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
〕

に・
働・
き・
か・
け・
て・
政・
権・
参・
加・
を・
促・
し・
、
ブ・
リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
が・
断・
固・
と・
し・
て・
こ・
れ・
を・
支・
持・
し・
て・
い・
た・
な・
ら・
ば・
、
強・
力・
な・
民・
主・
勢・
力・
の・
防・
波・
堤・
が・

築・
か・
れ・
て・
い・
た・
だ・
ろ・
う・
。
ナ
チ
ス
、
Ｄ
Ｎ
Ｖ
Ｐ
〔
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
〕
と
Ｋ
Ｐ
Ｄ
〔
ド
イ
ツ
共
産
党
〕
の
左
右
の
急
進
主
義
に
拮
抗
す

る
、
国
防
軍
と
治
安
警
察
と
が
秩
序
回
復
の
手
段
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
手
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
民
主
的

政
治
家
と
し
て
の
幅
広
い
声
望
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
が
議
会
外
勢
力
｜
｜
重
工
業
界
、
農
業
界
、
大
統
領
、
国
防
軍
｜
｜
に
対
し

て
、
威
信
を
高
め
る
に
力
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し・
か・
し・
な・
が・
ら・
、
ブ・
リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
、
ブ・
ラ・
ウ・
ン・
両・
者・
と・
も・
に・
こ・
の・
よ・
う・

な・
大・
連・
合・
実・
現・
へ・
の・
動・
き・
を・
一・
切・
見・
せ・
ず・
に・
終・
る・
の・
で・
あ・
っ・
た・
。〔
傍
点
及
び
括
弧
内
引
用
者26

）〕」

「
し・
か・
も・
ブ・
リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
自・
身・
、
大・
統・
領・
個・
人・
へ・
の・
懐・
疑・
的・
評・
価・
を・
深・
め・
つ・
つ・
あ・
っ・
た・
か・
ら・
、
彼・
が・
大・
統・
領・
へ・
の・
忠・
誠・
を・
絶・
対・
化・
せ・
ず・
、

Ｓ・
Ｐ・
Ｄ・
と・
の・
提・
携・
を・
既・
成・
事・
実・
と・
し・
て・
大・
統・
領・
に・
迫・
る・
こ・
と・
も・
、
不・
可・
能・
で・
は・
な・
か・
っ・
た・
に・
ち・
が・
い・
な・
い・
。
状
況
は
、
選
挙
直
後
極
め
て

流
動
的
で
あ
っ
た
。
彼・
が・
柔・
軟・
な・
確・
信・
的・
民・
主・
主・
義・
者・
で・
あ・
っ・
た・
な・
ら・
ば・
、
国・
防・
軍・
、
経・
済・
界・
、
プ・
ロ・
イ・
セ・
ン・
政・
府・
等・
の・
反・
応・
を・
機・
敏・
に・

捉・
え・
、
ブ・
ラ・
ウ・
ン・
と・
の・
提・
携・
を・
実・
現・
し・
て・
い・
た・
だ・
ろ・
う・
。
有
力
な
政
治
主
体
間
で
の
、
対
ナ
チ
ス
脅
威
感
が
最
高
位
に
達
し
た
、
こ
の
選

挙
後
の
好
機
（
九
月
二
五
日
ま
で
）
を
生
か
さ
な
か
っ
た
責
任
は
解
散
決
定
責
任
よ
り
も
一
層
重
い
。〔
傍
点
引
用
者27

）〕」

「
当
時
の
論
調
を
み
る
と
、
選
挙
の
翌
日
の
一
五
日
か
ら
大
連
合
復
活
へ
の
具
体
的
行
動
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
二
五
日
、
ヒ
ト
ラ
ー

が
合
法
性
の
宣
誓28

）を
す
る
に
及
び
、〔
中
略
〕
大
連
合
復
活
に
関
す
る
報
道
は
潜
め
て
し
ま
う
。
従
っ
て
ブ・
リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
が・
行・
動・
を・
起・

こ・
す・
べ・
き・
好・
機・
は・
、
一・
五・
日・
か・
ら・
始・
ま・
る・
週・
に・
あ・
っ・
た・
、
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
入
閣
の
実
現
に
関
し
て
一
つ
の
鍵
が
大
統
領
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に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ド・
ル・
パ・
ー・
レ・
ン・
は・
、
ヒ・
ン・
デ・
ン・
ブ・
ル・
ク・
の・
反・
Ｓ・
Ｐ・
Ｄ・
は・
決・
定・
的・
で・
あ・
っ・
た・
か・
ら・
入・
閣・
実・
現・
は・
あ・
り・
え・
な・

か・
っ・
た・
、
と・
し・
て・
い・
る・
が
、
ド
ル
パ
ー
レ
ン
の
あ
げ
る
資
料
は
、
い
ず
れ
も
一
四
日
以
前
と
二
五
日
以
降
の
も
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
ブ・

リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
が・
自・
主・
性・
を・
も・
っ・
て・
こ・
の・
時・
期・
に・
、
大・
連・
合・
の・
復・
活・
を・
大・
統・
領・
に・
迫・
っ・
て・
い・
た・
な・
ら・
ば・
、
大・
統・
領・
の・
承・
諾・
を・
得・
る・
こ・
と・
も・

不・
可・
能・
で・
は・
な・
か・
っ・
た・
ろ・
う・
。〔
傍
点
引
用
者29

）〕」

こ
う
し
た
平
島
氏
が
主
張
す
る
民
主
制
の
回
復
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
の
一
九
三
〇
年
九
月
選
挙
以
降
の
共
和
国
支
持
勢
力
結
集
の

可
能
性
に
対
す
る
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
不
作
為
に
つ
い
て
、
三
宅
氏
は
ラ
イ
ヒ
内
閣
官
房
長
官
ピ
ュ
ン
ダ
ー
（H

erm
a
n
n P

u
n
d
er

）
の
史

料30
）を

引
用
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

「〔
前
略
〕
一
六
日
の
メ
モ
の
同
日
午
前
の
閣
議
に
関
連
す
る
部
分
で
の

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
現
を
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
権
参
加
に
よ
っ
て
確

保
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
現
政
権
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
ザ
ハ
リ
ヒ
な
協
力
を
求
め
る

P
u
n
d
er,

op.cit.,
S
.60

）
へママ
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
九
月
一
四
日
の
メ
モ
の
中
の
『
ヒ・
ン・
デ・
ン・
ブ・
ル・
ク・
は・
内・
閣・
の・
退・
陣・
を・
望・
ま・
ず・
、
大・
連・
合・
も・
望・
ま・
な・
い・
』
と
い
う
一
節
（ibid

.,

S
.59

）
は
、
そ
の
前
日
の
一
三
日
に
大
統
領
官
房
長
官
マ
イ
ス
ナ
ー
と
話
し
合
っ
た
さ
い
マ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
ピ
ュ
ン
ダ
ー
に
伝
え
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一・
五・
日・
昼・
近・
く・
に・
行・
な・
わ・
れ・
た・
大・
統・
領・
・
宰・
相・
会・
談・
で・
も・
同・
一・
の・
意・
向・
が・
ヒ・
ン・
デ・
ン・
ブ・
ル・
ク・
自・
身・
の・
口・
か・
ら・
ブ・

リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
に・
表・
明・
さ・
れ・
た・
｜
と・
推・
定・
す・
る・
｜
こ・
と・
に・
よ・
っ・
て・
初・
め・
て・
、
一・
六・
日・
の・
メ・
モ・
で・
の・
『
不・
可・
能・
』

n
ich
t m

o
g
lich

）
と・
い・

う・
断・
定・
へ・
の・
変・
化・
も・
理・
解・
可・
能・
と・
な・
る・
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〔
中
略
〕
ま
た
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
、
そ
の
回
顧
録
の
中
で
、
選・
挙・
後・
、

経・
済・
界・
を・
含・
む・
多・
く・
の・
人・
・々

か・
ら・
『
社・
会・
民・
主・
党・
と・
の・
堅・
固・
な・
連・
合・
』
を・
求・
め・
ら・
れ・
た・
が・
、『
そ・
ん・
な・
こ・
と・
は・
、
私・
に・
と・
っ・
て・
は・
、
大・
統・

領・
の・
態・
度・
か・
ら・
し・
て・
そ・
も・
そ・
も・
全・
く・
不・
可・
能・
で・
あ・
っ・
た・
し・
、
ま・
た・
、
右・
翼・
反・
対・
派・
の・
進・
出・
に・
照・
ら・
し・
て・
、
将・
来・
に・
と・
っ・
て・
危・
険・
で・
も・
あ・
る・

よ・
う・
に・
思・
わ・
れ・
た・
。』
と・
記・
し・
て・
い・
る・
が・
（H

ein
rich B

ru
n
in
g
,
M
em
oiren 1

9
1
8
1
9
3
4
,
S
tu
ttg
a
rt 1970,

S
.187.

三
輪
晴
啓
・
今

村
晋
一
郎
・
佐
瀬
昌
盛
訳
『
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
回
顧
録
』
上
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
四
年
、
二
一
七
頁
、
一
部
改
訳31

））、
そ・
う・
し・
た・

『
大・
統・
領・
の・
態・
度・
』
が・
一・
五・
日・
の・
会・
談・
で・
（
も・
）
ブ・
リ・
ュ・
ー・
ニ・
ン・
グ・
に・
示・
さ・
れ・
た・
こ・
と・
は・
、
ほ・
と・
ん・
ど・
疑・
い・
え・
な・
い・
と・
こ・
ろ・
で・
あ・
ろ・
う・
。
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〔
傍
点
引
用
者32

）〕」

こ
の
三
宅
氏
の
指
摘
は
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
反
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
態
度
は
決
定
的
だ
っ
た
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
入
閣
実
現
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
ド

ル
パ
ー
レ
ン
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
歴
史
分
析
へ
の
適
用
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
と
り
わ
け
重
要

で
あ
る
。
九
月
一
五
日
以
降
も
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
大
連
合
と
い
っ
た
選
択
肢
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
以
上
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ
と
の
大
連
合
と
い
っ
た
選
択
肢
は
、
当
時
（
九
月
一
五
日
か
ら
二
五
日
ま
で
）
の
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
は
そ
も
そ
も
開
か
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
後
知
恵
的
な
選
択
肢
で
、
単
な
る
イ
フ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
平
島
氏
の
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
対
す
る
イ
フ
に
つ
い
て
の
三
宅
氏
の
批
評
も
重
要
で
あ
る
。
三
宅
氏
は
い
う
。

「
こ
こ
で
私
も
、
本
書
に
な
ら
っ
て
一
つ
の
“if”
を
提
出
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
ナ
チ
ス
の
躍
進
が
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
深
い
衝

撃
を
与
え
、
彼
を
議
会
制
民
主
主
義
の
再
評
価
へ
と
促
し
た
な
ら
ば
、
と
。
こ
の
“if”
は
、
も・
し・
彼・
が・
『
確・
信・
的・
民・
主・
主・
義・
者・
』
で・
あ・
っ・
た・

な・
ら・
ば・
と
い
う
“if”
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
現
実
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
｜
彼・
が・
も・
し・
そ・
う・
で・
あ・
っ・
た・
な・
ら・
ば・
、
彼・
は・
そ・
も・
そ・
も・
大・
統・
領・
内・
閣・

の・
首・
班・
と・
し・
て・
ヒ・
ン・
デ・
ン・
ブ・
ル・
ク・
に・
よ・
り・
選・
択・
さ・
れ・
る・
こ・
と・
も・
な・
か・
っ・
た・
の・
で・
は・
な・
か・
ろ・
う・
か・
｜
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
ナ
チ
ス
の
躍
進

を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
連
合
の
問
題
へ
の
彼
の
態
度
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う

問
い
か
け
を
よ
り
切
実
に
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
、
本
書
の
提
起
し
た
“if”
と

『
他
の
選
択
肢
』

４
〔
頁
〕）
の
『
可
能
性
』
の
問
題
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
の
歴
史
へ
の
新
し
い
問
い
か
け
を
促
し
続
け
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。〔
傍
点
及
び
括
弧
内
引
用
者33

）〕」

三
宅
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
平
島
氏
は
も
と
も
と
歴
史
的
に
「
確
信
的
民
主
主
義
者
」
で
は
な
か
っ
た
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
対
し
て
、

柔
軟
な
確
信
的
民
主
主
義
者
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
と
い
う
願
望
な
い
し
は
非
歴
史
的
な
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
を
し
て
お
り
、
そ
れ
を

判
断
基
準
と
し
て
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
不
作
為
を
歴
史
的
に
断
罪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
平
島
氏
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
も
そ
も
歴
史

的
に
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
選
択
肢
な
い
し
は
選
択
の
可
能
性
を
歴
史
上
の
人
物
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
イ
フ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
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に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
平
島
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
基
づ
く
歴
史
分
析
に
お
け
る
問
題
点
は
、
そ
も
そ
も
歴
史
上
存
在
し
な
い
な
い
し
は

開
か
れ
て
い
な
い
選
択
肢
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
既
に
記
し
た
よ
う
に
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と
単
純
な

イ
フ
と
を
分
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
選
択
肢
が
歴
史
上
存
在
し
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
平
島
氏
の
場
合
、
歴
史
上
存
在
し
て
い

な
い
な
い
し
は
開
か
れ
て
い
な
い
選
択
肢
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
に
共
和
国
の
救
済
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る34

）が
、
こ
れ
は
単
純
な
イ
フ

に
す
ぎ
ず
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
で
の
選
択
肢
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

平
島
氏
の
議
論
に
関
連
し
て
、
山
口
定
氏
か
ら
も
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
歴
史
分
析
に
つ
い
て
の
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下

で
は
こ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

山
口
氏
は
、
そ
も
そ
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
構
造
的
制
約
を
強
調
し
、
秘
密
再
軍
備
問
題
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
関
係
か
ら
共
和
国
崩
壊
の
必

然
論
を
展
開
し
て
お
り35

）、
平
島
氏
と
は
対
極
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
山
口
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
著
者
自
身
は
、
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト36

）な
ど
と
は
お
そ
ら
く
対
極
を
な
す
研
究
上
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
け
る
構
造
的
制

約
を
強
調
し
、
共
和
国
崩
壊
必
然
論
を
主
と
し
て
再
軍
備
問
題
と
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
の
権
力
構
造
と
い
う
側
面
か
ら
展
開
し
、
単
な
る

議
会
政
治
の
分
析
枠
組
み
へ
と
矮
小
化
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
政
治
過
程
論
的
分
析
に
対
し
て
は
、
そ
の
限
定
性
を
強
調
し
て
い
る
つ
も
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
は
、
体
制
崩
壊
を
回
避
す
る
可
能
性
の
追
求
と
い
う
観
点
か
ら
崩
壊
過
程
に
つ
い
て
の

精
密
な
政
治
過
程
論
的
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
自
体
は
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
般
に
『
政
治
的
危
機
の
中
に
こ
そ
胚

胎
す
る
政
治
的
潮
流
の
転
換
の
チ
ャ
ン
ス
』

平
島
、
二
九
〇
頁
）
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
行
為
と
し
て
極
め
て
意
義
の
あ
る
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
視
角
を
歴
史
研
究
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
『
歴
史
の
教
訓
』
を
引
き
出
し
、
政
治
分
析

の
理
論
枠
組
を
洗
練
す
る
こ
と
に
役
立
ち
、
研
究
者
の
想
像
力
を
鋭
く
か
つ
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た・
だ・
、
歴・
史・
分・
析・

の・
中・
で・
そ・
う・
し・
た・
枠・
組・
や・
感・
覚・
を・
磨・
く・
こ・
と・
と・
、
実・
際・
の・
歴・
史・
そ・
の・
も・
の・
の・
説・
明・
と・
は・
区・
別・
さ・
れ・
る・
べ・
き・
も・
の・
な・
の・
で・
は・
な・
い・
か・
、
と・
い・
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う・
の・
が・
、
著・
者・
の・
現・
在・
の・
心・
境・
で・
あ・
る・
。〔
傍
点
引
用
者37

）〕」

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
用
い
て
歴
史
分
析
を
行
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
山
口
氏
が
的
確
に
言
及
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
意
義
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
歴
史
の
教
訓
」
を
引
き
出
し
、
政
治
分
析
の
理
論
枠
組
み
を

洗
練
し
、
研
究
者
の
想
像
力
を
鋭
く
か
つ
豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
際
の
歴
史
そ
の
も

の
の
説
明
と
の
峻
別
を
も
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
意
義
と
問
題
点
を
的
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。そ

こ
で
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
歴
史
分
析
を
め
ぐ
る
諸
議
論
を
手
掛
か
り
に
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の

さ
ら
な
る
精
緻
化
を
行
い
た
い
。
と
り
わ
け
政
治
史
研
究
、
具
体
的
に
は
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
へ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
適
用
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
救
済
の
選
択
肢

以
上
の
諸
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
政
治
史
研
究
、
と
り
わ
け
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
に
適
用
し
た
場
合
、

そ
こ
で
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
ア
ク
タ
ー
が
実
際
に
政
策
実
現
に
向
け
て
構
想
し
な
が
ら
も
結
果
的
に

実
現
（
選
択
）
さ
れ
な
か
っ
た
選
択
肢
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
選
択
肢
が

あ
く
ま
で
も
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
実
際
に
考
慮
さ
れ
、
そ
の
実
現
化
に
向
け
て
追
求
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
イ
フ
や
願
望
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
な
い
選
択
肢
を
後
知
恵
的
に
設
定
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
あ
れ

こ
れ
と
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
歴
史
に
イ
フ
を
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
り
、
い

わ
ば
非
歴
史
的
な
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
が
歴
史
研
究
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
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は
、
選
択
肢
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
政
治
過
程

分
析
に
適
用
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
理
論
的
に
展
開
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
政
治
過
程
分
析
に
適
用
す
る
際
に
、
ま
ず
重
要
な
分
析
対
象
と
な
る
の
は
、
政
策
と
ア
ク
タ
ー
、
特
に
政
策
決

定
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
政
策
決
定
者
が
政
策
を
決
定
す
る
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
い
か
な
る
政
策
の
選
択
肢
が
実
際
に

開
か
れ
て
い
た
の
か
を
、
歴
史
的
に
実
証
し
た
う
え
で
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
は
政
策
分
析
と

歴
史
分
析
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
政
策
分
析
と
し
て
問
題
と
な
る
の
が
、
政
策
の
選
択
肢
が
い
か
な
る
意
図
の
も
と
で
政
策

決
定
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
中
で
い
か
な
る
選
択
肢
が
あ
る
政
策
目
的
な
い
し
は
政
策
課
題
か
ら

み
て
最
も
合
理
的
な
い
し
は
最
も
適
合
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
歴
史
分
析
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
果
た
し
て
そ
の

選
択
肢
が
実
際
に
実
現
な
い
し
は
選
択
さ
れ
る
可
能
性
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論

は
、
理
念
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
政
策
分
析
と
し
て
の
①
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
、
歴
史
分
析
と
し
て
の
②
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ

テ
ィ
ヴ
の
二
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
二
類
型
と
そ
の
定
義
を
示
す
と
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
な
る
。

①

理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ

理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
は
、
幾
つ
か
実
際
に
歴
史
的
に
確
認
で
き
る
選
択
肢
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
（
選
択
）
可
能
性
に
つ
い
て

は
と
り
あ
え
ず
不
問
に
し
て
、
専
ら
政
治
的
な
目
的
な
い
し
は
課
題
に
対
す
る
選
択
肢
の
合
理
性
な
い
し
は
適
合
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
政
策
目
的
な
い
し
は
政
策
課
題
か
ら
み
て
、
当
時
実
際
に
確
認
で
き
る
選
択
肢
が
果
た
し
て
合
理
的
な
い
し
は

適
合
的
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
際
、
選
択
肢
の
中
で
ど
れ
が
最
も
合
理
的
な
い
し
は
最
も
適
合
的
な
政
策
で
あ
っ
た
か
を
問
う
場
合
が
理
論

的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
に
あ
た
る
。
そ
れ
故
、
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
は
、
歴
史
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
た
め
の
分
析
道
具
と
い
う
よ

り
も
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
な
教
訓
を
引
き
出
し
、
今
後
の
政
策
な
ど
に
応
用
す
る
場
合
に
役
立
つ
と
い
え
る
。
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②

現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ

現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
は
、
幾
つ
か
実
際
に
歴
史
的
に
確
認
で
き
る
選
択
肢
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
（
選
択
）
可
能
性
に
つ
い
て

検
証
す
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
選
択
肢
が
当
時
の
状
況
や
構
造
な
ど
か
ら
判
断
し
て
果
た
し
て
本
当
に
実
現
（
選
択
）
で
き

た
の
か
、
な
い
し
は
ど
の
程
度
実
現
（
選
択
）
可
能
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
場
合
が
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
に
あ
た
る
。
そ
れ
故
、
現

実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
は
、
歴
史
的
教
訓
を
引
き
出
し
、
今
後
の
政
策
な
ど
に
応
用
す
る
た
め
の
分
析
道
具
と
い
う
よ
り
も
、
専
ら
歴
史

的
な
実
現
（
選
択
）
可
能
性
の
是
非
や
そ
の
程
度
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
に
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
、
①
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
②
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し

て
み
る
と
、
従
来
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
政
策
の
選
択
肢
を
歴
史
的
に
問
題
に
し
た
際
に
、
両
者
が
必
ず
し
も
区
別
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
混
同
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
政
治
過
程
に
お
け
る
選
択
肢
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
際
に
、
そ

れ
が
合
理
的
・
適
合
的
な
選
択
肢
な
の
か
、
な
い
し
は
ど
れ
が
最
も
合
理
的
・
適
合
的
な
選
択
肢
で
あ
っ
た
の
か
を
問
題
に
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
、
そ
れ
が
果
た
し
て
実
現
（
選
択
）
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な
い
し
は
ど
の
程
度
実
現
（
選
択
）
可
能
で
、
ど
れ
が
最
も
実

現
（
選
択
）
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
問
題
に
す
る
の
か
が
十
分
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
選
択
肢
の
中
に
は
、
あ
る
政
策
目
的
な
い
し
は
政
策
課
題
か
ら
み

て
合
理
性
・
適
合
性
が
な
い
、
い
わ
ば
非
合
理
・
不
適
合
な
選
択
肢
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の

崩
壊
期
に
次
期
首
相
の
決
定
過
程
に
お
い
て
た
び
た
び
浮
上
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
首
相
指
名
と
い
う
選
択
肢
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回

復
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
非
合
理
・
不
適
合
な
選
択
肢
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
議
会
主
義
の
打
倒
を
主
張
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
の

首
相
指
名
に
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
を
求
め
る
の
は
、
ま
さ
に
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
選
択
肢
の
中

に
は
、
実
現
（
選
択
）
可
能
性
が
全
く
な
い
も
の
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
歴
史
的
に
は
実
現
（
選
択
）
不
可
能
な
選
択
肢
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
も
選
択
肢
の
中
で
合
理
性
・
適
合
性
が
高
か
っ
た
も
の
が
、
必
ず
し
も
実
現
（
選
択
）
可
能
性
が
高
い
と
は
限
ら
な
い
。
逆
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に
実
現
（
選
択
）
可
能
性
が
高
い
選
択
肢
が
、
必
ず
し
も
合
理
性
・
適
合
性
が
高
い
と

は
限
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
実
際
に
政
治
史
分
析
に
適
用
す
る
際
に
は
、
①

理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
②
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析

し
、
評
価
す
る
こ
と
が
有
益
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
非
合
理
・
不
適
合
な
い
し
は
非
現

実
的
な
議
論
を
避
け
る
た
め
に
も
、
合
理
性
・
適
合
性
の
あ
る
、
し
か
も
実
現
（
選

択
）
可
能
性
の
あ
る
選
択
肢
の
み
が
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
政
治
史
分
析
の
有

益
な
対
象
と
な
る
。

以
上
の
点
を
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
し
て
示
す
と
表
１
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
表
１
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
、
ま
ず
は
先
に
紹
介
し
た
「
図
１
｜
１
家
系

図
と
し
て
の
歴
史
」

一

篠
原
一
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
」
参
照
）
に
適
用
し

て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
実
際
に
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る

ａ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
が
、
合
理
性
・
適
合
性
及
び
実
現
（
選
択
）
可
能
性
を
判
断
基
準
と

し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ａ
の
場
合
、
ま
ず
こ
の
選
択
肢
が
歴
史
的
に

存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ａ
が
仮
に
合
理
性
・
適
合
性
が
高
く
、
か
つ
実

現
（
選
択
）
可
能
性
が
高
け
れ
ば
、
Ａ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
歴

史
的
に
か
な
り
有
望
な
政
策
上
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
ａ
が
仮
に
合
理

性
・
適
合
性
が
な
い
な
ら
ば
、
実
現
（
選
択
）
可
能
性
が
高
く
て
も
、
Ｘ
に
分
類
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
要
領
で
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
も
ま
た
、
Ａ
、
Ｂ
、

表１ オルターナティヴ論による選択肢のマトリックス

実現（選択）

可能性高い

実現（選択）

可能性低い

実現（選択）

可能性なし（不可能）

合理性・適合性高い Ａ Ｂ Ｘ

合理性・適合性低い Ｃ Ｄ Ｘ

合理性・適合性なし Ｘ Ｘ Ｘ

（非合理・不適合）

Ａは、合理性・適合性が高く、かつ実現（選択）可能性が高い選択肢

Ｂは、合理性・適合性は高いが、実現（選択）可能性が低い選択肢

Ｃは、実現（選択）可能性は高いが、合理性・適合性が低い選択肢

Ｄは、実現（選択）可能性が低く、かつ合理性・適合性が低い選択肢

Ｘ は、合理性・適合性なし（非合理・不適合）ないしは実現（選択）可能性な

し（不可能）の選択肢
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Ｃ
、
Ｄ
、
X
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ba
、
bb
、
bc
、
bd
並
び
に
bea
、
beb
、
bed
、
bee
も
表
１
の
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
類
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
択
肢
を
政
策
目
的
・
政
策
課
題
の
合
理
性
・
適
合
性
及
び
政
策

の
実
現
（
選
択
）
可
能
性
を
判
断
基
準
と
し
て
分
類
で
き
、
選
択
肢
の
合
理
性
・
適
合
性
及
び
実
現
（
選
択
）
可
能
性
の
有
無
や
程
度
に
着

目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
例
え
ば
選
択
肢
ａ
、
ｃ
、
ｄ
が
仮
に
同
じ
表
１
の
Ａ
に
分
類

さ
れ
る
場
合
、
ど
の
選
択
肢
が
最
も
合
理
性
・
適
合
性
が
高
い
か
、
な
い
し
は
最
も
実
現
（
選
択
）
可
能
性
が
高
い
か
を
基
準
に
、
さ
ら
な

る
分
類
が
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
以
上
の
適
用
事
例
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
具
体
的
に
表
１
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
用
い
て
、
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
を
行
っ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
期
に
お
け
る
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事

態
計
画
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
以
下
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
非
常
事
態
計
画
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
程
度
明
確
に
整

理
さ
れ
て
く
る
。

そ
れ
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
を
表
１
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
分
類
す
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

選
択
肢
の
合
理
性
・
適
合
性
を
判
断
す
る
際
に
、
い
か
な
る
政
策
目
的
な
い
し
は
政
策
課
題
を
判
断
基
準
と
し
て
設
定
す
る
か
が
、
こ
こ
で

は
重
要
と
な
る
。
最
初
に
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
を
政
策
目
的
な
い
し
は
政
策
課
題
と
し
て
設
定
し
た
場
合
、
こ
の
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
は
、
X
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら

み
た
場
合
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
は
、
ま
さ
に
彼
が
当
時
君
主
制
（
ド
イ
ツ
帝
政
）
の
復
活
及
び
職
能
身
分
制
議
会
の

新
設
を
目
指
し
て
い
た38

）こ
と
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
目
的
な
い
し
は
課
題
と
い
う
点
か
ら
み

て
、
非
合
理
・
不
適
合
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
計
画
自
体
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領

が
「
内
戦
」
勃
発
の
懸
念
か
ら
反
対
し
て
お
り39

）、
そ
の
実
現
（
選
択
）
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
政
策
目

的
な
い
し
は
政
策
課
題
を
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
に
置
い
た
場
合
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
は
、
Ｂ
に
位
置
づ
け
る
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こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画

は
、
た
と
え
君
主
制
の
復
活
及
び
職
能
身
分
制
議
会
の
新
設
を
目
指
し
て
お
り
、

軍
事
独
裁
」
政
府
樹
立
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
ヒ
ト

ラ
ー
の
政
権
掌
握
の
阻
止
と
い
う
目
的
な
い
し
は
課
題
と
い
う
点
か
ら
み
て
合
理
性
・
適
合
性
は
高
い
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ

ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
を
め
ぐ
る
評
価
は
、
ま
さ
に
政
策
課
題
な
い
し
は
政
策
目
的
を
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
に
置
く

か
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
表
１
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
X
と
Ｂ
に
明
確
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
の
「
破
壊
的
不
信
任
決
議
」
の
不
承
認
案
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
案
に
よ
る
と
、
ラ
イ
ヒ
議
会
は
、
議
員
の
過

半
数
を
も
っ
て
首
相
の
後
任
を
選
出
し
、
首
相
を
罷
免
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
首
相
に
不
信
任
を
表
明
で
き
る
と

さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
当
時
の
ラ
イ
ヒ
議
会
の
よ
う
に
後
任
の
首
相
選
出
を
伴
わ
な
い
不
信
任
決
議
は
「
建
設
的
」
で
は
な
く
、

破
壊
的
」

で
あ
り
、
承
認
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る40

）。
こ
の
選
択
肢
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
Ｂ

に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
選
択
肢
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
点
で
は
合
理
性
・
適
合
性
は
極
め

て
高
い
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
自
体
が
、
こ
の
不
承
認
案
を
検
討
し
つ
つ
も
、
こ
の
選
択
肢
に
対
し
て
は
か
な
り
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
実

現
（
選
択
）
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
え
る41

）。
他
方
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
の
選
択
肢
は
合
理

性
・
適
合
性
は
高
く
、
同
様
に
Ｂ
に
分
類
で
き
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
パ
ー
ペ
ン

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
闘
争
内
閣
と
い
う
選
択
肢
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
X
に
分

類
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
反
議
会
主
義
者
ら
に
よ
る
国
家
非
常
事
態
計
画
で
あ
る
こ
の
選
択
肢
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と

い
う
観
点
か
ら
判
断
す
る
と
非
合
理
・
不
適
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
直
前
ま
で
確
か
に
存
在
し
、
追
求
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
も
そ
も
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
こ
の
闘
争
内
閣
を
望
ん
で
は
お
ら
ず42

）、
実
現
（
選
択
）
可
能
性
は
極
め
て
低
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
他

方
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
選
択
肢
は
Ｂ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ペ
ン

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
闘
争
内
閣
は
、
確
か
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
打
倒
を
意
図
と
し
て
い
る
も
の
の
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
阻
止
と
い
う
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観
点
か
ら
す
れ
ば
合
理
性
・
適
合
性
が
高
い
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
成
立
前
夜
に
お
い
て
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
の
選
択
肢
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
議
会
主
義
的
統
治
様
式
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
合
理
性
・
適
合
性
の
高
い
か
つ
実
現
（
選
択
）
可

能
性
の
高
い
選
択
肢
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
続
い
て
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
Ｂ
に
分
類
で
き
る
選
択

肢
は
、

破
壊
的
不
信
任
決
議
」
の
不
承
認
案
だ
け
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
Ｃ
や
Ｄ
に
分
類
で
き
る
選
択
肢
は
確
認
で
き
ず
、

X
に
分
類
で
き
る
選
択
肢
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
国
家
非
常
事
態
計
画
と
パ
ー
ペ
ン

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
闘
争
内
閣
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
以
上
か
ら
、

権
力
真
空
」
段
階
（
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
期
）
に
お
い
て
は
、
議
会
主
義
的
統
治
様
式
の
回
復
は
全
く

不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
か
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

従
来
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
救
済
の
選
択
肢
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
政
治
過
程
に
お
け
る
政
策
上
の
選
択
肢
を
め
ぐ
っ

て
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
が
必
ず
し
も
明
確

に
は
区
別
さ
れ
ず
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
表
１
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
X
の
分
類
が
意
識
さ
れ
ず
に
未
整
理
の

ま
ま
議
論
さ
れ
、
さ
ら
に
は
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
で
の
政
策
目
的
・
政
策
課
題
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
設
定
さ
れ
て
評
価
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
故
に
、
議
論
に
お
い
て
混
乱
が
生
じ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
歴
史
的
に
存
在
し
な
い
選
択
肢
を
問
題
に
す

る
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
に
単
純
な
イ
フ
を
持
ち
込
む
非
歴
史
的
な
「
な
い
も
の
な
だ
り
」
と
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
も
ま
た
混
同
し
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
詳
細
に
検
討
し
、
整
理
分
類
し
て
き
た
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
救
済
の
選
択
肢
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の

錯
綜
し
た
議
論
状
況
を
整
理
し
て
、
よ
り
生
産
的
に
政
治
過
程
に
お
け
る
政
策
上
の
選
択
肢
を
歴
史
分
析
す
る
た
め
の
理
論
枠
組
み
を
提
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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お

わ

り

に

本
論
で
は
、
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
を
手
掛
か
り
に
、
こ
の
間
生
じ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
救
済
の
選
択
肢
を
め
ぐ
る
諸
議
論

を
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
に
よ
る
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
に
適
し
た
分
析
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
と
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
ア
ク
タ
ー
が
実
際
に
政
策
実
現
に
向
け
て
構
想
し
な
が
ら
も

結
果
的
に
実
現
（
選
択
）
さ
れ
な
か
っ
た
選
択
肢
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論

は
、
理
論
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
前
者
は
、
実
際
に
歴
史
的

に
確
認
で
き
る
選
択
肢
に
つ
い
て
、
専
ら
そ
の
合
理
性
な
い
し
は
適
合
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
実
際
に
歴
史
的
に

確
認
で
き
る
選
択
肢
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
（
選
択
）
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
（
表
１
）
は
、
本
文
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
政
治
過
程
の
歴
史
分
析
に
も
十
分
に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

事
実
、
こ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
表
１
）
で
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
救
済
の
選
択
肢
を
分
類
す
る
と
、
こ
の
間
の
錯
綜
し
た
議
論
状
況
が
比
較

的
明
確
に
整
理
で
き
、
こ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
政
治
過
程
に
お
け
る
政
策
上
の
選
択
肢
を
よ
り
生
産
的
に
歴
史
分
析
す
る
た
め
の
分
析
枠
組

み
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
今
後
、
こ
う
し
た
分
析
枠
組
み
に
よ
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
の
歴
史
分
析
へ
の
適
用
と
理
論
へ
の
そ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
一
層
の
精
緻
化
が
課
題
と
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
現
実
的
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
に
時
間
軸
、
す
な
わ
ち
時
機
（
タ
イ

ミ
ン
グ
）
の
要
素
を
組
み
入
れ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

１
）

こ
こ
で
は
、
以
下
の
代
表
的
な
研
究
書
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。A

b
ra
h
a
m
,
D
a
v
id
:
T
h
e C

o
lla
p
se o

f th
e W

eim
a
r R

ep
u
b
lic.

P
o
litica

l
 

E
co
n
o
m
y a

n
d C

risis,
P
rin
ceto

n 1981;
B
eck

,
H
erm

a
n
n
:
T
h
e F

a
tefu

l A
llia

n
ce.

G
erm

a
n C

o
n
serv

a
tiv
es a

n
d N

a
zis in 1933:

T
h
e

 
M
a
ch
terg

reifu
n
g in a N

ew
 
L
ig
h
t,
N
ew
 
Y
o
rk
/
O
x
fo
rd 2008;

B
la
siu
s,
D
irk
:
W
eim

a
rs E

n
d
e.
B
u
rg
erk

rieg u
n
d P

o
litik 1930

1933,
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G
o
ttin

g
en 2005;

B
ra
ch
er,

K
a
rl D

ietrich
:
D
ie A

u
flo
su
n
g d

er W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
.
E
in
e S

tu
d
ie zu

m
 
P
ro
b
lem

 
d
es M

a
ch
tv
erfa

lls
 

in d
er D

em
o
k
ra
tie,

S
tu
ttg
a
rt /

D
u
sseld

o
rf 1955;

B
ro
sza

t,
M
a
rtin

:
D
ie M

a
ch
terg

reifu
n
g
.
D
er A

u
fstieg d

er N
S
D
A
P
 
u
n
d d

ie
 

Z
ersto

ru
n
g
 
d
er W

eim
a
rer

 
R
ep
u
b
lik
,
3.A

u
fla
g
e,
M
u
n
ch
en
 
1990;

F
o
llm

er,
M
o
ritz /

R
u
d
ig
er
 
G
ra
f
(H
g
.):

D
ie

»K
rise«

d
er

 
W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
.
Z
u
r K

ritik ein
es D

eu
tu
n
g
sm
u
sters,

F
ra
n
k
fu
rt /

M
a
in 2005;

H
u
b
er,

E
rn
st R

u
d
o
lf:
D
eu
tsch

e V
erfa

ssu
n
g
s-

g
esch

ich
te seit 1789.

B
d
.
V
II:
A
u
sb
a
u
,
S
ch
u
tz u

n
d U

n
terg

a
n
g d

er W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
,
S
tu
ttg
a
rt /

B
erlin

/
K
o
ln
/
M
a
in
z 1984;

T
u
rn
er,

H
en
ry A

sh
b
y jr.:

G
erm

a
n B

ig B
u
sin
ess a

n
d th

e R
ise o

f H
itler,

N
ew
 
Y
o
rk
/
O
x
fo
rd 1985;D

ers.:H
itlers W

eg zu
r M

a
ch
t.

D
er Ja

n
u
a
r 1933.

A
u
s d

em
 
A
m
erik

a
n
isch

en
 
v
o
n
 
E
n
rico

 
H
ein
em
a
n
n
/
T
h
o
m
a
s P

feiffer,
M
u
n
ch
en
 
1997;

N
eeb

e,
R
ein
h
a
rd
,

G
ro
ß
in
d
u
strie,

S
ta
a
t u
n
d N

S
D
A
P 1930

1933.
P
a
u
l S
ilv
erb

erg u
n
d d

er R
eich

sv
erb

a
n
d d

er D
eu
tsch

en In
d
u
strie in d

er K
rise d

er
 

W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
,
G
o
ttin

g
en 1981;

H
en
tsch

el,
V
o
lk
er:

W
eim

a
rs letzte M

o
n
a
te.

H
itler u

n
d d

er U
n
terg

a
n
g d

er R
ep
u
b
lik
,

D
u
sseld

o
rf 1978;

M
o
m
m
sen

,
H
a
n
s /
D
ietm

a
r P

etzin
a
/
B
ern

d W
eisb

ro
d
(H
g
.):
In
d
u
strielles S

y
stem

 
u
n
d p

o
litisch

e E
n
tw
ick

lu
n
g

 
in d

er W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
:
V
erh

a
n
d
lu
n
g
en d

es In
tern

a
tio
n
a
len S

y
m
p
o
siu
m
s in B

o
ch
u
m
 
v
o
m
 
12.

17.Ju
n
i 1973,D

u
sseld

o
rf 1974;

W
in
k
ler,

H
ein
rich A

u
g
u
st
(H
g
.):
D
ie d

eu
tsch

e S
ta
a
tsk

rise 1930
1933.

H
a
n
d
lu
n
g
ssp

ielra
u
m
e u
n
d A

ltern
a
tiv
en
,
M
u
n
ch
en 1992;

D
ers.:

(H
g
.):
W
eim

a
r im

 
W
id
erstreit.

D
eu
tu
n
g
en d

er ersten d
eu
tsch

en R
ep
u
b
lik
 
im
 
g
eteilten

 
D
eu
tsch

la
n
d
,
M
u
n
ch
en
 
2002;

D
ers.:

W
eim

a
r 1918

1933.
D
ie
 
G
esch

ich
te
 
d
er ersten

 
D
eu
tsch

en
 
D
em
o
k
ra
tie,

M
u
n
ch
en
 
1993;

W
irsch

in
g
,
A
n
d
rea

s
(H
g
.):

H
era

u
sfo
rd
eru

n
g
en d

er p
a
rla
m
en
ta
risch

en D
em
o
k
ra
tie.

D
ie W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik im

 
eu
ro
p
a
isch

en V
erg

leich
,
M
u
n
ch
en 2007;

D
ers.(H

g
.):
D
a
s Ja

h
r 1933.

D
ie n

a
tio
n
a
lso
zia
listisch

e M
a
ch
tero

b
eru

n
g u

n
d d

ie d
eu
tsch

e G
esellsch

a
ft,

G
o
ttin

g
en 2009.

エ
ー

リ
ッ
ヒ
・
ア
イ
ク
、
救
仁
郷
繁
訳
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史
Ⅳ
一
九
三
一
〜
一
九
三
三
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年
、
栗
原
優
『
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立

｜
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
経
済
界
｜
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
一
年
（
一
九
九
七
年
、
新
装
版
）、
ジ
ェ
フ
リ
・
プ
リ
ダ
ム
、
垂
水
節
子
・
豊
永

泰
子
訳
『
ヒ
ト
ラ
ー
権
力
へ
の
道
｜
ナ
チ
ズ
ム
と
バ
イ
エ
ル
ン
一
九
二
三
｜
一
九
三
三
年
｜
』
時
事
通
信
社
、
一
九
七
五
年
、
平
島
健
司
『
ワ
イ
マ
ー
ル

共
和
国
の
崩
壊
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
デ
ー
ト
レ
フ
・
ポ
イ
カ
ー
ト
、
小
野
清
美
・
田
村
栄
子
・
原
田
一
美
訳
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
｜
古
典

的
近
代
の
危
機
｜
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
ハ
ン
ス
・
モ
ム
ゼ
ン
、
関
口
宏
道
訳
『
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
史
｜
民
主
主
義
の
崩
壊
と
ナ

チ
ス
の
台
頭
｜
』
水
声
社
、
二
〇
〇
一
年
、
田
村
栄
子
・
星
乃
治
彦
編
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
光
芒
｜
ナ
チ
ズ
ム
と
近
代
の
相
克
｜
』
昭
和
堂
、
二
〇

〇
七
年
、
山
口
定
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
抬
頭
｜
ワ
イ
マ
ー
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
悲
劇
｜
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
。

こ
れ
ら
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
筆
者
も
長
年
関
心
を
抱
き
続
け
て
き
た
が
、
よ
り
詳
細
な
研
究
文
献
や
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を

参
照
さ
れ
た
い
。
熊
野
直
樹
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
末
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
｜
全
国
農
村
同
盟
と
の
関
係
を
中
心
に
｜
」『
現
代
史
研
究
』
第
三
八

号
、
一
九
九
二
年
、
一
〜
一
六
頁
、
同
『
ナ
チ
ス
一
党
支
配
体
制
成
立
史
序
説
｜
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
入
閣
と
そ
の
失
脚
を
め
ぐ
っ
て
｜
』
法
律
文
化
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社
、
一
九
九
六
年
、
同
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
制
末
期
に
お
け
る
地
方
の
農
民
団
体
と
ナ
チ
ス
｜
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
を
中
心
に
｜
」『
法
政
研
究
』
第
六

六
巻
第
三
号
、
一
九
九
九
年
、
八
九
〜
一
二
六
頁
、
同
「
ナ
チ
ス
の
農
村
進
出
と
農
民
｜
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
制
末
期
に
お
け
る
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
を
中

心
に
｜
」『
法
政
研
究
』
第
六
七
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
九
〜
七
九
頁
、
同
「
統
一
戦
線
行
動
・
『
共
産
主
義
の
危
険
』
・
ユ
ン
カ
ー
｜
ヴ
ァ
イ
マ

ル
共
和
国
末
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
の
農
村
進
出
と
農
村
同
盟
｜
」『
法
政
研
究
』
第
七
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〜
二
二
頁
、
同
「
バ

タ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
の
成
立
」『
学
士
会
会
報
』
第
八
五
八
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
七
〜
一
三
二
頁
、
同
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

｜
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
国
家
非
常
事
態
計
画
再
考
｜
」
田
村
・
星
乃
編
、
前
掲
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
光
芒
』
二
八
六
〜
三
一
三
頁
、
同
「
バ

タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
｜
世
界
大
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
通
商
政
策
の
史
的
展
開
｜
」
熊
野
直
樹
・
柴
尾
健
一
・
山
田
良
介
・
中
島
琢
磨
・
北

村
厚
・
金
哲
『
政
治
史
へ
の
問
い
╱
政
治
史
か
ら
の
問
い
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
七
〜
一
七
四
頁
。

２
）

ブ
ラ
ッ
ハ
ー

コ
ン
ツ
ェ
論
争
に
つ
い
て
は
、
栗
原
、
前
掲
『
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立

新
装
版

』
三
七
四
〜
三
七
五
頁
、
平
島
、
前
掲
『
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
並
び
にK
o
lb
,
E
b
erh

a
rd
:
D
ie
 
W
eim

a
rer

 
R
ep
u
b
lik
,
6.,

u
b
era

rb
eitete

 
u
n
d
 
erw

eiterte
 

A
u
fla
g
e,
M
u
n
ch
en 2002,

S
.229

233.

柴
田
敬
二
訳
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史
｜
研
究
の
現
状
｜
』
刀
水
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
五
五
頁
を
参
照
。

V
g
l.
C
o
n
ze,

W
ern

er:
D
ie K

rise d
es P

a
rteien

sta
a
tes in D

eu
tsch

la
n
d 1929 /

30,
in
:
Ja
sp
er,

G
o
tth
a
rd
(H
g
.):
V
o
n W

eim
a
r zu H

itler
 

1930
1933,

K
o
ln
/
B
erlin 1968,

S
.27

57;
B
ra
ch
er,

K
a
rl D

ietrich
:
P
a
rteien

sta
a
t,
P
ra
sid
ia
lsy
stem

,
N
o
tsta

n
d
.
Z
u
m
 
P
ro
b
lem

 
d
er

 
W
eim

a
rer S

ta
a
tsk

rise,
in
:
eb
en
d
a
,
S
.58

71.

３
）

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
の
過
程
は
、
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
、

権
力
喪
失
（M

a
ch
tv
erlu

st

）」

ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
期
）、

権
力
真
空

（M
a
ch
tv
a
k
u
u
m

）」

パ
ー
ペ
ン
内
閣
及
び
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
期
）、

権
力
掌
握
（M

a
ch
terg

reifu
n
g

）」

ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
）
の
三
段
階
に
分

け
ら
れ
た
が
、
こ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
崩
壊
の
三
段
階
説
は
、
篠
原
一
氏
に
よ
っ
て
政
治
変
動
の
段
階
論
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、

安
定
（sta

b
ility

）」、

流
動
（la

b
ility

）」、

権
力
喪
失
（lo

ss
 
o
f
 
p
o
w
er

）」、

権
力
真
空
（v

a
cu
u
m
 
o
f
 
p
o
w
er

）」、

崩
壊
（b

rea
k
-

d
o
w
n

）
‖
権
力
掌
握
」
と
し
て
五
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
篠
原
氏
に
よ
る
と
、

権
力
喪
失
」
期
は
必
然
的
に
政
治
体
制
の
崩
壊
に
至
る
の
で

は
な
く
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
安
定
に
回
帰
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
篠
原
一
・
永
井
陽
之
助
編
『
現
代
政
治
学
入

門

第
二
版

』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
、
二
二
二
〜
二
二
五
頁
。

４
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
序
章
、
と
り
わ
け
四
頁
並
び
に
第
二
部
序
を
参
照
。

５
）

Ｅ
・
コ
ル
プ
╱
Ｗ
・
ピ
タ
、
権
左
武
志
・
福
田
宏
訳
「
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
両
内
閣
に
お
け
る
国
家
非
常
事
態
計
画
」『
思
想
』
第
九
五
九

号
、
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
〜
六
一
頁
。

６
）

国
家
非
常
事
態
計
画
は
、
憲
法
学
で
の
国
家
緊
急
権
や
憲
法
障
害
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
国
家
緊
急
権
を
め
ぐ
る
憲
法
学
に
お
け
る

議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
井
上
典
之
「
国
家
緊
急
権
｜
非
常
時
の
憲
法
と
憲
法
規
範
の
一
時
停
止
｜
」
長
谷
部
恭
男
編
『

岩
波
講
座

憲
法
６

憲
法
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と
時
間
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
一
〜
二
一
四
頁
を
参
照
。
ま
た
、
憲
法
障
害
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
、
初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一

訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
四
四
五
〜
四
四
九
頁
を
参
照
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
末
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
法
学
の
議

論
状
況
に
つ
い
て
は
、G

rim
m
,
D
ieter:

V
erfa

ssu
n
g
serfu

llu
n
g

V
erfa

ssu
n
g
sb
ew
a
h
ru
n
g

V
erfa

ssu
n
g
sa
u
flo
su
n
g
.
P
o
sitio

n
en
 
d
er

 
S
ta
a
tsrech

tsleh
re in d

er S
ta
a
tsk

rise d
er W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik
,
in
:
W
in
k
ler

(H
g
.):
D
ie d

eu
tsch

e S
ta
a
tsk

rise,
S
.183

199.

７
）

W
in
k
ler,

H
ein
rich A

u
g
u
st:
D
er la

n
g
e W

eg n
a
ch W

esten
.
B
d
.I:
D
eu
tsch

e G
esch

ich
te v

o
m
 
E
n
d
e d
es A

lten R
eich

es b
is zu

m
 

U
n
terg

a
n
g d

er W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
,
5.d
u
rch

g
eseh

en
e A

u
fla
g
e,
M
u
n
ch
en 2002.

後
藤
俊
明
・
奥
田
隆
男
・
中
谷
毅
・
野
田
昌
吾
訳
『
自

由
と
統
一
へ
の
長
い
道
Ⅰ
ド
イ
ツ
近
現
代
史
一
七
八
九

一
九
三
三
年
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
。P

y
ta
,
W
o
lfra

m
:
D
ie
 
W
eim

a
rer

 
R
ep
u
b
lik
,

O
p
la
d
en 2004.

小
野
清
美
『
保
守
革
命
と
ナ
チ
ズ
ム
｜
Ｅ
・
Ｊ
・
ユ
ン
グ
の
思
想
と
ワ
イ
マ
ル
末
期
の
政
治
｜
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、

同
「
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
研
究
あ
る
い
は
学
問
的
議
論
の
深
化
の
た
め
に
｜
田
村
・
星
乃
編
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
光
芒
』
の
幾
つ
か
の
章
に
よ
せ
て
｜
」

『S
P
R
A
C
H
E
 
U
N
D
 
K
U
L
T
U
R

』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
、
九
三
〜
一
一
四
頁
、
同
「
ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
誕
生
と
ワ
イ
マ
ル
末
期
の
政
治
」

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
七
〜
二
六
頁
、
権
左
武
志
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
｜
大
統
領
内
閣
期
の
ブ
レ
ー

ン
活
動
を
中
心
と
し
て
｜
」『
思
想
』
第
九
五
九
号
、
二
〇
〇
四
年
、
五
〜
二
九
頁
、
同
「
第
三
帝
国
の
創
立
と
連
邦
制
の
問
題
｜
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
い
か
に
し
て
国
家
社
会
主
義
者
と
な
っ
た
か

｜
」『
思
想
』
第
一
〇
五
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
四
一
〜
六
一
頁
、
雀
部
幸
隆
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ワ
イ

マ
ー
ル
｜
政
治
思
想
史
的
考
察
｜
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

８
）

M
a
rco

w
itz,

R
ein
er:

W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik 1929

1933,
D
a
rm
sta
d
t 2004.

９
）

P
y
ta
,
W
o
lfra

m
:
V
erfa

ssu
n
g
su
m
b
a
u
,
S
ta
a
tsn
o
tsta

n
d u

n
d Q

u
erfro

n
t:
S
ch
leich

ers V
ersu

ch
e zu

r F
ern

h
a
ltu
n
g H

itlers v
o
n d
er

 
R
eich

sk
a
n
zlersch

a
ft A

u
g
u
st 1932 b

is Ja
n
u
a
r 1933,

in
:
P
y
ta
,
W
o
lfra

m
/
L
u
d
w
ig R

ich
ter

(H
g
.):
G
esta

ltu
n
g
sk
ra
ft d

es P
o
litisch

en
.

F
estsch

rift fu
r E

b
erh

a
rd K

o
lb
,
B
erlin 1998,

S
.197.

10
）

W
in
k
ler,

W
eim

a
r 1918

1933,
S
.608f.

11
）

P
y
ta
,
W
o
lfra

m
/
G
a
b
riel S

eib
erth

:
D
ie S

ta
a
tsk

rise d
er W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik im

 
S
p
ieg
el d

es T
a
g
eb
u
ch
s v
o
n C

a
rl S

ch
m
itt,

in
:
D
er S

ta
a
t,
B
d
.38(1999),

S
.423

448,
S
.594

610;
P
y
ta
,
W
o
lfra

m
:
K
o
n
stitu

tio
n
elle D

em
o
k
ra
tie sta

tt M
o
n
a
rch

isch
er R

esta
u
ra
-

tio
n
.
D
ie v

erfa
ssu

n
g
sp
o
litisch

e K
o
n
zep

tio
n S

ch
leich

ers in d
er W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik
,
in
:
V
iertelja

h
rsh

efte fu
r Z
eitg

esch
ich
te,

Jg
.

47(1999),
S
.417

441.

12
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
二
九
七
頁
、
三
〇
七
頁
。V

g
l.
T
u
rn
er,

H
itlers W

eg zu
r M

a
ch
t,
S
.160f.,

168.

13
）

パ
ー
ペ
ン

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
闘
争
内
閣
構
想
に
つ
い
て
は
、
熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
三
〇
一
〜
三
〇
四
頁
を
参
照
。

14
）

政
治
学
に
お
け
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
（
選
択
肢
論
）
に
つ
い
て
は
、
篠
原
氏
の
以
下
の
叙
述
を
参
照
。

さ
ら
に
、
政
治
は
『
可
能
性
の
技
術
』
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で
あ
る
か
ら
、
政
治
学
に
お
い
て
は
つ
ね
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
問
題
に
な
る
。
歴
史
学
者
は
イ
フ
が
嫌
い
だ
が
、
ド
イ
ツ
革
命
や
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国

崩
壊
史
研
究
で
は
、
あ
の
ド
イ
ツ
歴
史
学
界
で
も
選
択
肢
論
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
こ
の
点
で
も
政
治
学
は
歴
史
学
に
一
つ
の

新
し
い
風
を
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
、
権
力
現
象
を
欠
い
た
歴
史
ほ
ど
い
び
つ
な
も
の
は
な
い
。」
篠
原
一
「
思
想
の

言
葉
・
歴
史
政
治
学
へ
の
い
ざ
な
い
」『
思
想
』
第
七
四
六
号
、
一
九
八
六
年
、
六
七
頁
。

15
）

歴
史
家
系
図
論
」
と
い
う
名
称
は
、
篠
原
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
篠
原
一
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
﹇
歴
史
政
治
学
試
論
﹈』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
六
年
、
六
頁
註

１
）参
照
。

16
）

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
史
観
」
と
い
う
名
称
も
ま
た
、
篠
原
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
篠
原
一
『
歴
史
政
治
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
七
年
、
三
三
一
頁
。

17
）

本
論
は
、
平
成
一
八
年
度
〜
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
課
題
番
号
（
一
八
五
三
〇
〇
九
四
）
研
究
成
果
報
告
書
（
研
究
代
表

者
熊
野
直
樹
、
平
成
二
〇
年
五
月
）
の
第
Ⅰ
部
補
論
に
大
幅
な
加
筆
と
修
正
を
行
っ
た
う
え
で
、
新
た
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

18
）

篠
原
一
『
現
代
の
政
治
力
学
｜
比
較
現
代
史
的
考
察
｜
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
二
年
、
四
二
〜
四
三
頁
。

19
）

篠
原
、
前
掲
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
五
〜
六
頁
。

20
）

篠
原
、
前
掲
『
歴
史
政
治
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
三
三
一
〜
三
三
三
頁
。

21
）

よ
り
正
確
に
は
、
本
研
究
は
方
法
論
的
に
、
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
三
段
階
説
と
篠
原
氏
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
論
（

歴
史
家
系
図
論
」）
と
政
治
変
動
の

段
階
論
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
え
る
。

22
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
四
頁
。

23
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
一
一
三
頁
。

24
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
三
〇
四
頁
。

25
）

三
宅
立
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』

東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
一
年
）」『
現
代
史
研
究
』
第
三
七
号
、
一
九
九
一
年
、

四
八
〜
五
三
頁
。

26
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
二
一
六
〜
二
一
七
頁
。
参
照
、
三
宅
、
前
掲
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩

壊
』」
五
〇
〜
五
一
頁
。

27
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
。
参
照
、
三
宅
、
前
掲
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩

壊
』」
五
一
頁
。

28
）

ヒ
ト
ラ
ー
の
合
法
性
の
宣
誓
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
熊
野
直
樹
「
ナ
チ
党
の
合
法
性
問
題
と
ラ
イ
ヒ
・
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
紛
争
」

『
法
政
研
究
』
第
七
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
〜
七
五
頁
。
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29
）

平
島
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』
二
一
七
頁
。
参
照
、
三
宅
、
前
掲
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』」
五
一

頁
。

30
）

P
u
n
d
er,

H
erm

a
n
n
:
P
o
litik

 
in d

er R
eich

sk
a
n
zlei.

A
u
fzeich

n
u
n
g
en a

u
s d

en Ja
h
ren 1929

1932,
h
era

u
sg
eg
eb
en v

o
n T

h
ilo

 
V
o
g
elsa

n
g
,
S
tu
ttg
a
rt 1961.

な
お
、
三
宅
氏
が
引
用
し
て
い
る
ピ
ュ
ン
ダ
ー
の
史
料
は
、,,S

o
n
n
ta
g
,
d
en 14.S

ep
tem

b
er 1930“

（E
b
en
d
a
,
S
.

58
59

）
及
び,,D

ien
sta
g
,
d
en 16.S

ep
tem

b
er 1930“

（E
b
en
d
a
,
S
.59

60

）
の
項
で
あ
る
。

31
）

引
用
部
分
の
原
文
で
の
該
当
箇
所
は
、
以
下
の
下
線
部
で
あ
る
。,,

﹇...

﹈so
llte n

u
n d

u
rch v

iele P
erso

n
lich

k
eiten

,
a
u
ch d

er W
irtsch

a
ft,

in ein
e feste K

o
a
litio

n m
it d

er S
P
D
 
u
b
erg

eleitet w
erd

en
.
D
a
s w

a
r fu

r m
ich b

ei d
er E

in
stellu

n
g d

es R
eich

sp
ra
sid
en
ten sch

o
n

 
a
n
 
sich

 
g
a
n
z
 
u
n
m
o
g
lich

 
u
n
d
 
sch

ien
 
m
ir,

im
 
H
in
b
lick

 
a
u
f d

a
s A

n
w
a
ch
sen

 
d
er R

ech
tso
p
p
o
sitio

n
,
a
u
ch
 
fu
r d

ie
 
Z
u
k
u
n
ft

 
g
efa

h
rlich

.

〔
括
弧
内
﹇...

﹈
及
び
下
線
部
引
用
者
〕“

B
ru
n
in
g
,
H
ein
rich

:
M
em
o
iren 1918

1934,
S
tu
ttg
a
rt 1970,

S
.187.

三
輪
晴
啓
・
今
村

晋
一
郎
・
佐
瀬
昌
盛
訳
『
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
回
顧
録

一
九
一
八
〜
三
四
年

上
巻
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
四
年
、
二
一
七
頁
。
一
部
改
訳
部
分
、
特

に
「
将
来
も
容
易
な
ら
ぬ
も
の
と
思
え
た
」
か
ら
「
将
来
に
と
っ
て
危
険
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
へ
の
改
訳
は
、
よ
り
原
文
に
忠
実
な
も
の
で
あ

り
、
改
善
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

32
）

三
宅
、
前
掲
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』」
五
一
〜
五
二
頁
。

33
）

三
宅
、
前
掲
「
書
評
・
平
島
健
司
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
』」
五
二
〜
五
三
頁
。

34
）

こ
う
し
た
議
論
は
、
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
未
練
（m

ig
h
t-h
a
v
e-b
een

）」
に
な
り
か
ね
な
い
。
カ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
、
以
下
を
参

照
。C

a
rr,

E
d
w
a
rd
 
H
a
llett:

W
h
a
t is H

isto
ry
?
T
h
e G

eo
rg
e M

a
ca
u
la
y
 
T
rev

ely
a
n
 
L
ectu

res d
eliv

ered
 
in
 
th
e
 
U
n
iv
ersity

 
o
f

 
C
a
m
b
rid
g
e.
Ja
n
u
a
ry
-M
a
rch 1961,

L
o
n
d
o
n 1961,

p
p
.90

92.

清
水
幾
太
郎
訳
『
歴
史
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
一
四
一
〜
一
四

四
頁
。

35
）

山
口
定
「
秘
密
再
軍
備
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
｜
ワ
イ
マ
ル
体
制
崩
壊
原
因
論
の
一
視
角
｜
（
一
）

二
）

三
）

四
）

五
・
完
）」『
立
命
館
法
学
』

第
七
一
号
、
一
九
六
七
年
、
一
〜
三
六
頁
、
第
七
二
号
、
一
九
六
七
年
、
一
二
一
〜
一
五
一
頁
、
第
七
三
号
、
一
九
六
七
年
、
二
六
〇
〜
二
九
〇
頁
、
第

七
五
・
七
六
号
、
一
九
六
七
年
、
五
一
五
〜
五
四
〇
頁
、
第
八
〇
号
、
一
九
六
八
年
、
三
〇
九
〜
三
三
六
頁
。

36
）

ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
に
よ
る
と
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
デ
フ
レ
政
策
は
、
こ
れ
ま
で
経
済
学
者
や
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
誤
り
で
破
局
を
導
い
た
政
策
と
評

価
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
が
景
気
拡
大
政
策
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、

統
治
権
力
の
見
識
と
能
力
の
欠
如
」
で
は
な
く
、
一
九
三
〇
年
か
ら
三
二
年
の
政

治
・
経
済
面
の
活
動
の
余
地
が
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
で
、
彼
に
は
実
現
可
能
な
選
択
肢
が
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
ブ
リ
ュ
ー

ニ
ン
グ
評
価
を
め
ぐ
っ
て
新
た
に
論
争
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
を
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
論
争
と
い
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
、K

o
lb
,
D
ie W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik
,

S
.233

235.

柴
田
訳
、
前
掲
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史
』
二
五
六
頁
を
参
照
。
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
の
見
解
に
つ
い
て
は
、B

o
rch

a
rd
t,

K
n
u
t:

Z
w
a
n
g
s-
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la
g
en u

n
d H

a
n
d
lu
n
g
ssp

ielra
u
m
e in d

er g
ro
ß
en W

eltw
irtsch

a
ftsk

rise d
er fru

h
en d

reiß
ig
er Ja

h
re.

Z
u
r R

ev
isio

n d
es u

b
erliefer-

ten G
esch

ich
tsb
ild
es,

in
:
d
ers.:

W
a
ch
stu
m
,
K
risen

,
H
a
n
d
lu
n
g
ssp

ielra
u
m
e d

er W
irtsch

a
ftsp

o
litik

.
S
tu
d
ien zu

r W
irtsch

a
ftsg

e-

sch
ich
te d

es 19.
u
n
d 20.

Ja
h
rh
u
n
d
erts,

G
o
ttin

g
en 1982,

S
.165

182,
v
o
r a
llem

 
S
.173.

37
）

山
口
、
前
掲
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
抬
頭
』
四
一
五
頁
。

38
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁
。V

g
l.

M
eissn

er,
O
tto
:
S
ta
a
tssek

reta
r
 
u
n
ter

 
E
b
ert-

H
in
d
en
b
u
rg
-H
itler.

D
er S

ch
ick

sa
lsw

eg d
es d

eu
tsch

en V
o
lk
es v

o
n 1918

1945,
w
ie ich ih

n erleb
te,

3.A
u
fla
g
e,
H
a
m
b
u
rg 1950,

S
.

257.

39
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
二
九
九
頁
。V

g
l.
M
eissn

er,
S
ta
a
tssek

reta
r,
S
.253.

40
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
二
九
六
頁
。V

g
l.
T
u
rn
er,

H
itlers W

eg zu
r M

a
ch
t,
S
.159f.

41
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
二
九
八
頁
。V

g
l.
A
n
h
a
n
g
:
D
a
s M

o
sk
a
u
-D
o
k
u
m
en
t:
5.
R
eich

sta
g u

n
d W

a
h
len
,
in
:

T
u
rn
er,

H
itlers W

eg zu
r M

a
ch
t,
S
.252.

こ
の
時
期
、
ナ
チ
党
の
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
（G

reg
o
r S
tra
ß
er

）
・
グ
ル
ー
プ
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
政
党

を
横
断
し
た
形
で
議
会
内
に
お
い
て
支
持
基
盤
を
形
成
し
、
労
働
創
出
計
画
を
断
行
す
る
と
い
っ
た
「
横
断
戦
線
（Q

u
erfro

n
t

）」
構
想
を
完
全
に
は
放

棄
し
て
い
な
か
っ
た
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
に
と
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
の
「
破
壊
的
不
信
任
決
議
」
の
不
承
認
案
は
、
選
択
不
可
能
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言

え
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
「
横
断
戦
線
」
構
想
に
つ
い
て
は
、
同
上
、
二
九
三
〜
二
九
九
頁
を
参
照
。

42
）

熊
野
、
前
掲
「
共
和
国
救
済
の
最
後
の
選
択
肢

」
三
〇
三
頁
。V

g
l.
B
u
n
d
esa

rch
iv K

o
b
len
z,
N
a
ch
la
ss Q

u
a
a
tz,

N
r.17;

D
ie D

eu
tsch

-

n
a
tio
n
a
len u

n
d d

ie Z
ersto

ru
n
g d

er W
eim

a
rer R

ep
u
b
lik
.
A
u
s d
em
 
T
a
g
eb
u
ch v

o
n R

ein
h
o
ld Q

u
a
a
tz 1928

1933,
h
era

u
sg
eg
eb
en

 
v
o
n H

erm
a
n
n W

eiß
/
P
a
u
l H

o
ser,

M
u
n
ch
en 1989,

S
.228.
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